
士別地域消費者被害防止ネットワーク

士別地区！くらしねっと情報 第 447 号 （Ｒ4.7.29）

消費生活相談専用ダイヤル (0165)２３－３８２０
午前 8時 30 分～午後 5 時 15 分（土・日・祝日・年末年始を除く）

■事業者と消費者間の契約に関するトラブルや、消費生活で悩んでいる方専用

来所相談、電話相談、電子フォームでのご相談も受けています

（右記アドレスからアクセスし相談内容を入力）→https://www.harp.lg.jp/MiYrWNqj


